
「採用情報（移住・就業支援金対象）の編集」ページへ
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https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/Enterprise/systeminfo.asp 

次のURLからログインページへアクセス願います。

ID・パスワードを入力し、
「ログイン」ボタンを
押してください。



「採用情報（移住・就業支援金対象）の編集」ページへ
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「採用情報（移住・就業支援金対象）の編集」
をクリック
※市町へ申請書を提出し、認定を経た後、
 選択できるようになります。

新規登録を選択



移住・就業支援金対象求人の入力
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・募集職種ごとに入力をお願いします。
・週20時間以上の無期雇用契約の求人である必要があります。
・各項目の注意事項を御確認の上、入力をお願いします。

「表示」をチェックした場合は、
情報連携により、求人検索エンジン「スタンバイ」、
「バイトル」及び「求人ボックス」において、
無料で求人情報を掲載します。

タイトルには、募集職種を最初に入力してください。
続けて、企業ＰＲも入力可能です。



移住・就業支援金対象求人の入力
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公開期限日になると、インターネット上での
閲覧が不可能となります。
求人掲載後に、求人が充足された等の理由により
求人を取り下げる場合に、その取下げの日を入力
してください。

募集職種ごとに入力願います。
※複数の職種を募集する場合は、まずこの画面で
１つの職種について求人を登録した後に、再度、
別の職種について求人の新規登録をしてください。

「 ，」なしで、上限、下限、研修中も全て
入力してください。
（研修中給与が存在しない場合は同額で入力）



移住・就業支援金対象求人の入力
5

主な就業場所として入力した市町についても、
「その他の就業予定地」のチェックボックスに
チェックを入れてください。

勤務予定地のその他欄は、「※転居を伴う異動は
ありません」などとしてください。
（理由）
移住者が移住・就業支援金を受け取るためには、
「移住先市町に、支援金の申請日から５年以上、
継続して居住する意思を有していること。」とい
う要件を満たす必要があります。
このため、対象求人の登録に当たっては、５年間
は市町外への転居を伴う配属先変更がないよう
御配慮いただく必要があります。



移住・就業支援金対象求人の入力
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英字１桁＋数字４桁で入力してください。

（例）土木工事業の場合
   D ＋ 0621 → D0621

「移住・就業支援金 単身60万円、世帯100万円」
としてください。

リンク先ページ 最下層のページ



移住・就業支援金対象求人の入力
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求人サイトでは「採用に関するお問い合わせ先」
（10ページ参照）が表示されますが、
そのお問い合わせ先への連絡以外の応募方法が
ある場合は、御記入願います。
そのほか、合同企業面談会への参加予定、
職場見学会やインターンシップの実施など、
応募に関係する情報があれば御記入願います。

登録内容の確認をクリック
⇒ 次の画面で入力内容が間違いないか確認し、
求人を登録願います。



掲載した求人の確認
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登録した支援金対象求人が、
「新着の求人」として表示されたか、
御確認ください。
※掲載日以降にその求人へ応募した移住者が、
支援金の対象となります。

静岡県移住・就業支援金求人サイトにアクセスして、求人が掲載されているか御確認願います。
https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/shien/



求人の内容確認（「基本情報の編集」から修正する項目）
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支援金対象求人の画像は、
「しずおか就職net」の
「基本情報の編集」ページから
変更可能です。



求人の内容確認（「基本情報の編集」から修正する項目）
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画像だけでなく、
「事業内容」と「採用に関する
お問い合わせ先」も、
「基本情報の編集」ページから
変更いただけます。


